
施術所の名称として「整骨院」を用いることについて

〇「柔道整復師」、「柔道整復術」の歴史（参考資料 １）

柔道整復師、柔道整復術の歴史は古く大宝律令(701)、医疾令（718）、養老律令（757）の中に骨傷を専門とする官職の

記載がある。

江戸時代に入ると高志鳳翼（こうし・ほうよく）が最古の整骨専門書「骨継療治重宝記」（1743）を版行、二宮彦可

（にのみや・げんか）が正骨範（1808）を版行、また、各務文献（かがみ・ぶんけん）が整骨新書（1810）３巻を版行し、

その自序に「整骨術」に深く関心をもったと記している。このように「柔道整復師」、「柔道整復術」の源流は整骨術

接骨術にあるといえる。

〇 整骨院を使用している施術所 （参考資料 ２）

公益社団法人日本柔道整復師会と全国柔道整復師統合協議会の28,617会員のうち、整骨院を使用している施術所数は

16,545施術所（57.8%）、接骨院を使用している施術所数は10,815施術所、その他1,257施術所という状況である。

これまでどおり「整骨院」を名称として使用させていただきたい。

要 望

公益社団法人 日本柔道整復師会

- 1-

OARTV
テキスト ボックス
徳山構成員提出資料

OARTV
テキスト ボックス
資料２



（参考資料 １）
〇柔道整復師、柔道整復術の歴史（図説整骨学などより抜粋）

柔道整復師、柔道整復術の歴史は古く、大宝律令（701）、医疾令(718)や養老律令（757）の中にも骨傷を専
門とする官職のことが記載されている。

医疾令の中に、按摩師等の官制があり、その主な職務は「傷折」すなわち骨・関節損傷の整復、固定、マッ
サージ等であった。

官中医官を務めた丹波康頼が朝廷に献上した日本最古の医学全書である「医心方（984）」の第18巻に骨・関
節損傷の治療法が記述されており、整骨術は古来医学の重要な一分科をなしていたことがうかがえる。

その後、中国で医学を学んだ竹田昌慶や僧月湖らによってもたらされた「聖済総録（1547）」等の医書に記載
されていた正骨法が、日本における正骨法の根幹を成すに至った。

 我が国最古の整骨専門書である「骨継療治重宝記（1746）」３巻を高志鳳翼（こうし・ほうよく）が版行。

二宮彦可（にのみや・げんか）が「正骨範（1808）」上下２巻を版行。

各務文献(かがみ・ぶんけん)が「整骨新書（1810）」３巻を版行。 著者文献は「昔から日本に伝わり未だ精し
く究められていない整骨術を研究して、もっと盛んにしたいと志して整骨医になった」と自序で述べている。
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華岡青洲（1760～1835）は伝統の整骨法に蘭法の長所を取り入れて整骨術をますます 特徴あるものにした。
華岡流整骨法は門人たちにより「青洲華岡先生整骨法図説」として編纂された。

明治７年（1874） 医制発布。

明治18年（1885） 内務省通達「入歯、抜歯、口中治療、接骨営業者取締法により、「入歯、抜歯、口中治療、
接骨等営業の者は、医術開業試験を経るに非ざれば新規開業不相成候条、従来営業の者は、此際地方庁に於
て鑑札を付与し相当の取締法相立可申此旨達候事」と府県に通達され取締りを受けた。

大正９年（1920） 按摩術営業取締規則の一部が改正 第５条の２「営業者（按摩）は脱臼又は骨折の患部に

施術をなすことを得ず。但し医師の同意を得たる病者に就ては此の限りにあらず」とし、付則と
して「柔道の教授を為す者に於て、打撲、捻挫、脱臼及骨折に対して行う柔道整復術について本
則の規定を準用す」とした。

昭和26年（1951）ほねつぎ、接骨、整骨の字句使用に係る陳情
【陳 情 書】

今般あん摩、はり、きゅう、柔道整復業者の広告取締整備等のため、あん摩、はり、きゅう、柔道整復等
営業法の一部改正の由、何卒此際特別の御詮議をもって従来から一般に使用されて居る国民熟知のほねつぎ、
整骨及び接骨の字句の使用方御認可たまわりますよう茲に陳情申し上げます。

【理 由】
昔からほねつぎ、整骨及び接骨と呼ばれて最も国民に親しまれて居る日本整骨医術を柔道整復術と呼ぶ丈

では一般国民大衆には判り難い。元来ほねつぎ、整骨及び接骨の字義は固有名詞であって、決して施術者の- 3-



    技能や施術の方法を表示するものではありませぬ。よって国民保健の観点から最も一般に判り易いほね
つぎ、整骨及び接骨の字句を広告に用うることは最も必要と存じます。
昭和２６年２月

日本接骨師会
（日整６０年史より）

前述のように現在の「柔道整復師」「柔道整復術」の源流は「ほねつぎ」「整骨」「接骨」
であります。
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（参考資料 ２）

〇 「整骨院」の名称の使用状況
整骨院 接骨院 その他 計

日本柔道整復師会会員
１６，５４５ １０，８１５ １，２５７ ２８，６１７

全国柔道整復師統合協議会会員 （５７．８％）

日本柔道整復師会会員の施術所の名称

都道府県 整骨院 接骨院 都道府県 整骨院 接骨院 都道府県 整骨院 接骨院 都道府県 整骨院 接骨院

北海道 644 57神奈川 144 374滋賀 62 41愛媛 10 68

青森 118 85山梨 67 26京都 47 163徳島 20 18

岩手 69 39東京 396 595奈良 66 32高知 10 59

宮城 119 164新潟 75 186和歌山 54 116福岡 545 16

秋田 144 17長野 187 201兵庫 129 243大分 145 14

山形 53 128富山 0 435大阪 884 148佐賀 65 20

福島 34 133石川 2 272岡山 165 31長崎 132 1

茨城 73 234福井 121 30鳥取 13 1熊本 101 18

栃木 221 122静岡 53 192島根 20 4宮崎 103 17

群馬 25 344愛知 11 624広島 35 140鹿児島 190 16

埼玉 169 431三重 54 79山口 74 21沖縄 45 7

千葉 201 198岐阜 8 243香川 13 138合計 5916 6541
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全国柔道整復師統合協議会 会員施術所の名称

都道府県 整骨院 接骨院 都道府県 整骨院 接骨院 都道府県 整骨院 接骨院 都道府県 整骨院 接骨院

北海道 315 99神奈川 729 335滋賀 112 39愛媛 64 53

青森 37 27山梨 46 37京都 353 120徳島 84 23

岩手 85 33東京 1705 677奈良 141 39高知 12 9

宮城 206 109新潟 60 33和歌山 89 33福岡 650 51

秋田 45 8長野 80 50兵庫 623 192大分 54 2

山形 24 19富山 3 14大阪 1878 243佐賀 86 15

福島 94 76石川 19 24岡山 114 23長崎 153 12

茨城 127 95福井 26 13鳥取 15 2熊本 112 17

栃木 141 52静岡 137 152島根 24 9宮崎 60 7

群馬 121 111愛知 83 421広島 153 99鹿児島 91 12

埼玉 703 468三重 49 31山口 62 21沖縄 124 24

千葉 679 227岐阜 21 81香川 40 37合計 10629 4274
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